
かみす地域クラブ

いばらき電子申請・届出サービス

利用方法ガイド

R7年度 ver.1



年 R7

月 4月 5月 6月 7月 8月

2

●登録と活動参加時期について

アプリ登録および入金

✔ 運営管理アプリBandの登録

✔ Square等による入金

活動
参加

市の登録

✔ いばらき電子申請・

届出サービスによる申込

事務局から連絡

✔ 運営管理アプリや参

加費の入金について

事務局より連絡

①翌月から参加可能
①電子登録

14日まで

②電子登録
15日以降

②翌々月から
参加可能

参加費
の徴収

参加費の徴収

②電子登録
15日以降

②翌々月から参加可能参加費の徴収

1. 活動参加までの流れ

・①１４日までの登録の場合：翌月活動開始
（例 前月１４日までに登録後・支払い完了→ 翌月活動分から参加可能）

・②３０日までの登録の場合：翌々月活動開始
（例 前月３０日までに登録後・支払い完了→ 翌々月活動分から参加可能）

※info-kamisu@sdb-group.co.jp よりアプリ等の案内

が登録メールアドレスに入りますので、迷惑メールの設

定から外すようにお願いします。

※市への登録後、Bandグループ案内・登録、活動日の入金、保険加入等に一
定のお時間を要するため、初回参加可能となる活動日が異なります
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２．いばらき電子申請・届け出サービスの登録

電子申請 申し込み画面① 電子申請 申し込み画面②

１.利用者登録せずに申し込みを選択 ２.次の画面へ進む

電子申請 申し込み画面③ 電子申請 申し込み画面④

３．画面を下までスクロール
４.＜利用規約＞を確認のうえ『同意する』
を選択

５.メールアドレス（確認用を含む）を入力
６.『完了する』を選択
７．メールに送信されるURLより登録開始

city-kamisu-ibaraki@apply.e-tumo.jp

から申込画面のURLを記載したメールが送信されて
きます。

※迷惑メール対策等を行っている場合には、上記ア

ドレスからのメール受信が可能な設定に変更してく

ださい。

mailto:city-kamisu-ibaraki@apply.e-tumo.jp

